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行政改革大綱第５次改訂版（計画期間：平成２４年度～平成２６年度） 

３年間の取り組み結果 

 

「愛川町行政改革大綱第５次改訂版」に基づき、改善の取り組みを推進した結果、次の項目で経費の削減や歳入確保などの成果

がありました。ここに、３年間の効果額等をまとめましたのでご報告いたします。 

改 善 項 目 
取組

年度 
内    容 効果額(千円) 

（№１） 

新たな協働の仕組みについて

の検討・導入 

H２４ 地域の町民公益活動団体が、身近な公園や道路などの美化活動を町

と協働で進める「まち美化アダプト制度モデル事業」を引き続き実施

するとともに、地域の課題解決を図るため、「住民提案型協働事業」を

協働で推進することとした。 

２５３ 

（プラス効果額） 

（№６） 

町ホームページ等の充実 

H２６ ホームページ管理システム（ＣＭＳ：コンテンツ・マネジメント・

システム）を導入し、携帯電話用・スマートフォン用ホームページや

メール配信サービス、ツイッター等との自動連携により情報発信の迅

速化等を図るもので、更新作業に係る委託業者への経費を削減した。 

１，６４２ 

削減 

（№１２） 

有料広告掲載制度の推進 

H２４ 自主財源の確保を図るため、民間広告の掲載が可能な町ホームペー

ジの有料広告掲載枠を９枠から１２枠に拡大を図った。 

１８０ 

歳入確保 

（№１３） 

使用料・手数料の見直し 

H２４ 公共下水道使用料を平成２５年４月から平均８％（平成２４年度

比）増額改定し、受益者負担の適正化に努めた。 

３７，６１５ 

歳入確保 

H２６ 愛川聖苑使用料について、平成２７年７月から、動物炉にあっては、

重量別の料金設定を導入するとともに、式場については、町外利用者

の使用料を改定し、より適正な料金設定となるよう見直しを行った。 

１２，８６５ 

歳入確保 

（№１６） 

町税納期前納付報奨金制度の

見直し 

H２６ 町県民税（普通徴収分）と固定資産都市計画税の「納期前納付報奨

金制度」について、制度対象者に係る公平性の観点や県内他市町村の

運用状況等を踏まえ、廃止に向けた段階的な取組みを実施するもの

で、従前の交付率 100 分の 0.2 を平成 27 年度に 100 分の 0.1 に引き

下げ、平成 28年度に制度を廃止するもの。 

８，００４ 

削減 

 

（№１８） 

経常的事務経費の削減 

 

H２４ 「暮らしの便利帳」の作成に掲載広告を募り、その広告料をもって

費用の全額を賄うこととしたほか、複合機導入による事務の効率化や

経費削減、町営住宅管理システムの町村情報システム共同化処理によ

り、高度化と費用の削減を図るなど、各種事務事業の見直しにより、

経常的な事務経費の削減に努めた。 

１９，０６６ 

削減 

 

H２５ 一般法規図書の必要部数を見直し、183冊あった一般法規図書を 123

冊に減らすことで追録に係る代金を削減したほか、消防職員用寝具を

購入する方式から寝具リースへ切替えることで、クリーニング等に係

る経費を削減するなど、経常的事務経費の適正な支出に努めた。 

２,７２４ 

削減 

H２６ 固定資産評価に係る現地調査を補完する基礎資料として実施する

航空写真撮影を町単独から共同化へ移行したことによる経費削減や、

ごはん食推進事業及び青少年健全育成事業の見直し、一般法規図書の

追録代金の削減など、経常的事務経費の適正な支出に努めた。 

３，２２０ 

削減 

（№１９） 

各種手当等扶助費関係経費の

見直し 

 

H２４ 障害者医療費助成制度の見直しをはじめ、要保護・準要保護児童・

生徒就学援助費や高齢者バス割引乗車券購入費助成事業等、様々な支

援に要する社会保障経費の必要性や投資効果の検証を行い、所得制限

や年齢制限を導入するなど、持続可能な制度となるよう見直しを行っ

た。 

１５，６８３ 

削減 

 

H２５ 扶助費による事業成果を検証した結果、「子育て世帯家賃助成事業

補助金」「子育て支援金支給事業補助金」を廃止とし、新たに実施する

子育て支援策の財源とした。 

１２,５７９ 

削減 
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改 善 項 目 
取組

年度 
内    容 効果額(千円) 

（№２０） 

補助金等の見直し 

 

H２４ 私立幼稚園就園奨励費の町単独分の補助金や林産物特産化事業補

助金等について、行政評価制度の手法を用いて見直しを行うととも

に、繊維産業設備等改善資金預託金や利子補給金の利用状況、補助対

象事業費の精査により、事業等の適正化に努めた。 

１４，１９５ 

削減 

 

H２５ 行政評価である特定分野評価において、補助金等に係る交付目的と

事業成果を精査した結果、消防団家族慰安会補助金や愛甲郡町村会負

担金、あいかわ町民活動応援事業補助金など７つの補助金について見

直しを行い、交付金額の適正化を進めた。 

４,７４１ 

削減 

H２６ 町内の児童養護施設及び介護保険施設等に助成している水道料金

の一部を、県営水道の減免制度の見直しと同様に、廃止に向けた段階

的な補助率の引き下げによる削減や、内陸工業団地労働組合への補助

金及び広聴委員会への補助金の見直しを行った。 

５，９６８ 

削減 

報酬・給与の適正化 

（№２１） 

H２４ 社会経済情勢や民間賃金を反映した人事院勧告等に基づく国・県の

給与制度、さらには県内市町村の動向などを踏まえ、住居手当の見直

しを行った。自己の所有する住宅等に居住する職員に対する住居手

当、いわゆる「持ち家に係るもの」月額 11,500円を段階的な廃止によ

り、職員給与の適正化に努めた。 

※対象職員の削減影響額緩和措置 

H24:11,500円⇒H25:8,000円⇒H26:4,000円 H27:0円 

６，６７８ 

削減 

 

H２５ 昨年度に引き続き、住居手当の見直しを行い、自己の所有する住宅

等に居住する職員に対する住居手当を 8,000円から 4,000円に減額し

た。また、町議会議員の改選時等における議員報酬の算定方法を月額

計算から日割り計算に改めたことにより、報酬額の適正化に努めた。 

７,８５２ 

削減 

H２６ 職員給与の持家の住居手当に係る支給額の経過措置終了による削

減を図ったもの。 

６，７６８ 

削減 

定員適正化の推進 

（№２５） 

H２４ 「技能労務職の給与等の見直しに向けた取組方針」に基づき、退職

者２名の不補充により定員適正化の取組みを進め、効率的な定員管理

に努めた。 

（技能労務職退職者２人分不補充による削減） 

１６，３５４ 

削減 

 

（№33） 

事務事業の外部委託化の推進 

H２５ 小学校給食調理業務の全てを民間企業に委託し、民間企業が有する

ノウハウを利活用することで、住民サービスを向上させるとともに、

経費の節減を図った。 

７,９０５ 

削減 

合  計 

行政改革による削減効果額  １３３，３７９ 

財源確保額  ５０，６６０ 

 


